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序 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

本県における水産業の振興に係る施策は、令和３年に策定した「第六次宮崎県水産

業・漁村振興長期計画」に基づき実施されています。 
 

本計画では「ひなた魚（イオ）ベーションで新たな波に乗り成長する水産業」を基本

目標とし、漁業生産力向上のための構造改革や、輸出バリューチェーンの構築、外国人

材を含めた多様な担い手の確保・育成などを推進することで、漁業者が潤い、漁村に活

力が生まれ、水産業に憧れる若い人材が漁村に集まるといった成長のサイクルが形成さ

れることを目指しています。 
 

具体的には、新たな調査船（みやざき丸）による未利用漁場の開拓や、魚礁の整備に

よる漁場づくりといった生産環境の充実に加え、操業支援アプリによる漁海況情報の提

供などのスマート化の取組が進んでいるほか、漁港施設の強靱化や、漁業者・漁村を支

える漁協の経営基盤の強化、漁村地域の魅力を創出する海業（うみぎょう）の取組など

が進展しています。 
 

しかしながら、漁業経営体や就業者の減少は継続しており、今後の生産年齢人口の減

少はさらに進行する見通しとなっています。また、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る世界的な経済活動の停滞からの回復やロシア・ウクライナ情勢による影響等により、

燃油や配合飼料の生産コストはさらに上昇しているほか、日向灘の海水温上昇や新たな

外来生物の分布拡大など海洋環境・生態系の変化による漁業・養殖業への影響や、南海

トラフ巨大地震など災害リスクの高まりが懸念されています。 
 

一方、世界的な水産物の需要が拡大する中、我が国の農林水産物及び食品の輸出額も

増加傾向で推移しているなど、水産業の更なる成長産業化への機運は高まっています。 
 

また、国は、令和12（2030）年度に444万トンまで漁獲量を回復させることを目標に、

資源評価・調査の高度化や漁獲可能量（ＴＡＣ）管理対象資源の拡大を進めているほ

か、違法に採捕された水産動植物の流通過程での混入防止等を目的とする新たな法律

（特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律）を施行し、アワビ、ナマコに

加え、本県で採捕が盛んなウナギ稚魚やクロマグロ（大型魚）への適用を開始すること

としています。 
 

このような水産業・漁村を取り巻く情勢の変化に対応し、引き続き、本県水産業の更

なる成長産業化を目指すため、本計画は、令和８年度以降の後期５年間に取り組むべき

施策について検討を行い、計画の改定を行うものです。 
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２ 計画の性格と役割 

１ 計画策定の趣旨 

この計画は、本県水産業･漁村の持続的な発展に向けた総合的かつ長期的な振興方向

を示す基本計画であり、次のような役割を有します。 
 

○ 今後の県政運営の基本方針を示す宮崎県総合計画｢未来みやざき創造プラン｣にお

ける水産部門の具体的な推進計画として、本県水産行政推進の基本指針となりま

す。 
 

○ 漁業者をはじめ、市町村、水産関係団体等の諸計画やそれぞれの地域の水産業･漁

村活性化に向けた施策推進のための共通指針として活用されることを期待します。 
 

○ また、水産業関係者だけでなく、消費者を含む県民の皆さんが、食育や地産地

消、水産業･漁村が持つ多面的機能への理解などを通じて、本県水産業･漁村の発展

に向けた身近な取組への参加を呼びかけるメッセージでもあります。 

 

３ 計画の構成 

 

計画は、｢長期ビジョン｣、｢基本計画｣、｢計画実現に向けた推進体制｣の３編で構成

します。 
 

○ ｢長期ビジョン｣では、本県水産業･漁村を取り巻く情勢や課題を踏まえながら、計

画の基本目標や本県水産業･漁村が目指す将来像を提示します。 
 

○ ｢基本計画｣では、長期ビジョンに掲げた基本目標や目指す将来像を実現するため

の具体的な施策の展開を総合的かつ体系的に提示します。 
 

○ ｢計画実現に向けた推進体制｣では、関係者の幅広い意見を集約、反映させ、計画

の確実な推進を図るための体制や浜の活力再生プランとの連携、関係者の役割を提

示します。 

 

４ 計画の期間 

１ 計画策定の趣旨 

第六次宮崎県水産業･漁村振興長期計画は、令和３年度を初年度とし、令和 12 年度

を「長期ビジョン」の目標とする 10 か年計画であり、「基本計画」の計画期間は「長

期ビジョン」の後半５年間（令和８年度から令和12年度まで）とします。 

 

５ 策定方法 

１ 計画策定の趣旨 

この計画の策定に当たっては、宮崎県水産業･漁村振興協議会を策定に係る助言機関

として位置づけ、計画策定の節目ごとに意見を伺うとともに、主役である漁業者はも

とより、水産関係団体、市町村との意見交換やパブリック・コメント等の実施によ

り、広く県民の意見を聴取し、計画に反映しました。 
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６ 計画の全体構成 

１ 計画策定の趣旨 
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７ 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 
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８ 長期計画策定の変遷 

１ 計画策定の趣旨 

本県の水産業単独の振興長期計画は、平成元年に、｢第三次宮崎県総合長期計画(水産

部門)｣を受け継ぐとともに、21 世紀に向けた本県水産業の発展などを内容として策定し

た｢水産業振興長期計画(第一次)｣が原点となっています。 
 
以降、水産資源の減少や魚価安などの水産業を取り巻く情勢変化に対応した計画を策

定し、その実現に向けた施策を生産者や関係団体と一体となって展開してきました。 
 
また、近年では、漁業経営体・就業者の減少が継続すると想定される中にあっても水

産業の成長産業化を実現するため、「人口減少社会に対応した生産環境の創出」や「成長

をつかむ高収益化と流通改革」などを施策の基本方向とした「第六次宮崎県水産業・漁

村振興長期計画」に基づき、持続的に成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁村

を目指して、各種施策を総合的に展開しています。 
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